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は
じ
め
に

筆
者
は
鎌
倉
亀
谷
新
清
涼
寺
釈
迦
堂
の
覚
如
房
定
仙

（
一
二
三
三
～
一
三
〇
二
）
の
受
法
活
動
に
つ
い
て
調
査
研

究
し
て
来
た
。
そ
の
最
初
の
成
果
と
し
て
拙
稿2012

に

お
い
て
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
が
保
管
す
る
国
宝
（
１
）
称
名

寺
聖
教
（
以
下
、
称
名
寺
聖
教
）
の
奥
書
を
中
心
に
、
定

仙
の
受
法
に
関
わ
る
記
述
を
採
集
・
分
類
、
そ
の
全
体

像
を
概
観
し
た
。
そ
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
法
の
詳
細

や
各
資
料
の
検
証
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
旨
前

置
き
し
た
。
す
な
わ
ち
、
拙
稿2012

を
総
論
と
し
、
さ

ら
に
各
論
と
し
て
法
流
ご
と
の
受
法
に
つ
い
て
詳
細
な

研
究
を
要
す
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
拙
稿

2015a

で
は
安
祥
寺
流
の
受
法
に
つ
い
て
、
拙
稿2015b

で
は
勧
修
寺
流
の
受
法
に
つ
い
て
検
証
し
発
表
し
た
。

本
稿
は
そ
の
第
三
弾
と
し
て
、
定
仙
の
三
宝
院
流
の
受

法
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

三
宝
院
流
に
つ
い
て

三
宝
院
流
は
小
野
方
法
流
の
内
、
醍
醐
寺
三
宝
院
を
本

処
と
す
る
法
流
で
あ
る
。
醍
醐
寺
開
山
聖
宝
か
ら
観
賢

―
淳
祐
―
元
杲
と
相
承
さ
れ
た
法
流
は
、
小
野
曼
荼
羅

寺
の
仁
海
に
至
っ
て
小
野
流
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

〔
個
人
研
究
〕

定
仙
の
受
法
に
つ
い
て
③
　
三
宝
院
流
の
受
法

大
八
木
隆
祥
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た
。
仁
海
の
正
嫡
成
尊
の
下
に
醍
醐
寺
遍
智
院
の
義
範

が
あ
り
、
こ
の
義
範
の
付
法
に
醍
醐
寺
三
宝
院
開
祖
勝

覚
（
一
〇
五
七
―
一
一
二
九
）
が
い
る
。
勝
覚
に
は
二
十

人
以
上
の
付
法
が
あ
る
が
、
中
で
も
重
要
な
の
は
三
宝

院
第
二
世
と
な
る
定
海
、
金
剛
王
院
開
祖
聖
賢
、
理
性

院
開
祖
賢
覚
で
、
後
世
こ
の
三
人
の
相
承
す
る
法
流
は

そ
れ
ぞ
れ
三
宝
院
流
、
金
剛
王
院
流
、
理
性
院
流
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
醍
醐
三
流
と
称
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

定
海
の
三
宝
院
流
は
松
橋
元
海
―
勝
倶
胝
院
実
運
―

覚
洞
院
勝
賢
―
遍
智
院
成
賢
と
相
承
さ
れ
る
。
成
賢

（
一
一
六
二
―
一
二
三
一
）
に
は
四
十
人
以
上
の
付
法
が
あ

る
が
、
中
で
も
遍
智
院
道
教
、
報
恩
院
憲
深
、
意
教
上

人
頼
賢
の
法
流
は
そ
れ
ぞ
れ
地
蔵
院
流
、
報
恩
院
流
、

意
教
流
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

定
仙
は
複
数
の
師
よ
り
複
数
の
系
統
の
三
宝
院
流
を

受
法
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
現
代
的
な
観
点

か
ら
す
れ
ば
細
分
化
さ
れ
た
法
流
の
名
称
を
与
え
う
る

も
の
で
あ
る
が
、
定
仙
在
世
当
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ら
の
受
法
は
あ
く
ま
で
「
三
宝
院
流
」
と
い
う
法
流
を

伝
え
る
諸
師
か
ら
受
法
し
た
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
こ

と
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
下
、
定
仙
が
受
法
し
た
阿
闍
梨
ご
と
に
、
そ
の
内
容

を
検
証
す
る
こ
と
に
す
る
。

①
親
玄
か
ら
の
受
法

三
宝
院
流
の
成
賢
の
資
の
内
、
道
教
が
相
承
し
た
分
を

後
世
地
蔵
院
流
と
称
す
る
。
道
教
自
身
は
遍
智
院
に
住

し
て
い
た
が
、
早
逝
の
た
め
資
親
快
へ
具
支
灌
頂
を
授

け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
道
教
は
具
支
灌

頂
を
地
蔵
院
深
賢
か
ら
承
く
べ
き
よ
う
親
快
に
遺
言
し

た
。
道
教
滅
後
、
親
快
は
師
の
遺
言
に
従
っ
て
深
賢
か

ら
具
支
灌
頂
を
受
け
た
た
め
、
深
賢
の
房
号
を
も
っ
て

そ
の
法
流
を
地
蔵
院
流
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
親
快
の
付
法
が
大
政
法
印
親
玄
（
一
二
四
九
―

一
三
二
二
）
で
あ
る
。
親
玄
は
鎌
倉
幕
府
に
祈
祷
勤
仕
僧

と
し
て
招
聘
さ
れ
、
石
田2004

に
よ
れ
ば
遅
く
と
も
正
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応
二
年
（
一
二
八
九
）
十
二
月
ま
で
に
は
鎌
倉
に
下
向
し

た
と
考
え
ら
れ
る
（
２
）
。
そ
の
後
、
最
晩
年
に
い
た
る
ま
で

三
十
年
鎌
倉
に
滞
在
し
た
が
、
そ
の
間
に
永
福
寺
別
当
・

久
遠
寿
量
院
別
当
を
務
め
、
さ
ら
に
醍
醐
寺
座
主
に
二

度
（
第
四
十
六
世
・
第
四
十
八
世
）
補
せ
ら
れ
、
東
寺
長
者

に
ま
で
な
っ
て
い
る
。

定
仙
の
親
玄
か
ら
の
受
法
の
実
態
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
も
拙
稿2012

、
同2014
、
同2017

に
お
い
て
論

じ
て
き
た
の
で
、
本
稿
で
は
概
説
に
と
ど
め
、
詳
細
は

拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

定
仙
と
親
玄
と
の
関
係
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
現
存
史
料
の
識
語
等
に
よ
れ
ば
そ
の

最
も
古
い
記
録
は
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
八
月
二
十
九

日
で
あ
る
。

正
応
三
年
八
月
二
十
九
日
於
鎌
倉
亀
谷
清
涼
寺
自

醍
醐
山
大
政
法
印
親
玄
賜
道
教
所
持
之
本
書
写
校

点
畢　

金
剛
仏
子
定
仙

こ
れ
は
仏
法
紹
隆
寺
聖
教
一
三
『
虚
空
蔵
求
聞
持
法
』

や
真
福
寺
聖
教
四
七
五
―
七
『
秘
鈔
第
十
』
の
奥
書
で

あ
り
、
両
写
本
は
と
も
に
道
教
所
持
本
の
『
秘
鈔
』
巻

第
十
を
定
仙
が
親
玄
よ
り
借
り
受
け
て
書
写
し
た
写
本

か
ら
の
転
写
本
で
あ
る
。
巻
第
十
と
い
う
こ
と
は
こ
れ

以
前
に
も
巻
第
一
か
ら
第
九
ま
で
の
書
写
が
行
わ
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
は
、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
『
史
料
蒐
集
目
録
』
一
五
四
所
収
「
竜
樹
法
」

の
奥
書
に
、

正
応
三
年
九
月
六
日
、
於
鎌
倉
亀
谷
清
涼
寺
、
自

酉
酉
山
大
政
法
印
親
玄
賜
成
賢
僧
正
御
房
御
自
筆

之
本
、
書
写
校
点
了
、
金
剛
佛
子
定
仙

と
あ
る
よ
う
に
同
年
九
月
六
日
の
『
異
尊
』
の
書
写
ま

で
続
い
て
い
る
。
こ
の
『
秘
鈔
』
写
本
群
の
奥
書
か
ら

で
は
こ
れ
ら
の
書
写
の
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
な

の
で
伝
授
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
所

持
本
を
借
覧
し
て
書
写
を
し
た
だ
け
な
の
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
定
仙
と
親
玄
は
、
法
流
に
と
っ

て
重
要
な
成
賢
自
筆
道
教
所
持
の
聖
教
を
直
接
借
り
受

け
ら
れ
る
関
係
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

称
名
寺
聖
教
の
『
仙
芥
集
』（13-1-5 （
３
）
）
（
４
）
は
「
親
玄
法
印
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口
伝
」
と
題
さ
れ
『
白
表
紙
』（『
秘
鈔
』
の
異
名
）
の
口

伝
が
記
さ
れ
て
お
り
、
巻
中
識
語
に
は
、

正
応
三
年
九
月
四
日　

以
親
玄
法
印
口
伝
書
之
一
了

　

定
仙
（
５
）

と
あ
り
、
奥
書
に
は
、

正
応
三
年
九
月
二
十
二
日　

親
玄
法
印
以
日
記
一
示

之
一
〈
云
々
〉
定
仙

と
あ
る
。『
仙
芥
集
』（13-1-6

）
（
６
）も
ま
た「
親
玄
法
印
口
伝
」

と
題
さ
れ
、
諸
尊
法
や
作
法
集
に
加
え
三
宝
院
の
舎
利

や
通
常
は
聖
教
に
含
め
な
い
自
行
次
第
に
つ
い
て
の
口

伝
が
記
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
は
、

正
応
三
年
九
月
廿
七
日
、
定
仙
記
之
、

と
あ
る
。『
仙
芥
集
』（13-1-7

）
（
７
）
は
表
紙
に
こ
そ
親
玄
の

名
は
表
れ
な
い
が
本
文
に
は
「
親
玄
云
」
と
あ
り
諸
尊

法
や
灌
頂
護
摩
に
つ
い
て
親
玄
の
口
伝
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
奥
書
に
は
、

正
応
三
年
十
月
五
日
記
之
、
定
仙

と
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
一
連
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
掲

の
『
秘
鈔
』
写
本
の
奥
書
と
こ
れ
ら
『
仙
芥
集
』
の
内

容
か
ら
判
断
す
る
に
、
正
応
三
年
八
月
か
ら
十
月
に
か

け
て
『
秘
鈔
』
等
の
書
写
と
伝
授
が
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
い
き
な
り
諸
尊
法
で
あ
る
『
秘
鈔
』

の
伝
授
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
れ
に

先
立
っ
て
印
可
な
り
四
度
次
第
な
り
の
伝
授
が
あ
っ
た

可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
流
伝
授
の
証
と

な
る
印
信
の
類
は
管
見
の
限
り
伝
存
し
な
い

（
８
）
。

前
述
の
通
り
親
玄
は
遅
く
と
も
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）

十
二
月
に
は
鎌
倉
の
地
に
在
っ
た
の
で
、
親
玄
が
鎌
倉

に
着
い
て
早
々
に
定
仙
の
受
法
が
始
ま
っ
た
可
能
性
が

高
い
。

親
玄
か
ら
の
受
法
は
翌
年
も
続
く
。
称
名
寺
聖
教
『
勝

賢
日
記
』（222-4

）
の
奥
書
に
い
う
。

正
応
四
年
六
月
二
十
二
日
従
親
玄
大
政
僧
正
房
御

手
賜
勝
賢
御
自
筆
令
書
写
畢　

金
剛
資
定
仙

『
勝
賢
日
記
』
に
は
、
醍
醐
寺
座
主
職
を
巡
る
騒
動
か

ら
高
野
山
に
逃
れ
て
い
た
覚
洞
院
勝
賢
が
自
ら
と
同
じ

勝
倶
胝
院
実
運
の
付
法
で
あ
る
心
覚
と
出
会
い
、
三
宝

院
の
重
書
で
あ
る
元
海
記
『
厚
双
紙
』
を
授
け
ら
れ
た
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際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
定
仙
は
親
玄
か

ら
直
接
親
玄
所
持
の
勝
賢
自
筆
本
を
借
り
受
け
書
写
し

た
と
あ
る
。
ち
な
み
に
本
書
は
称
名
寺
聖
教
本
で
は
『
勝

賢
日
記
』
と
題
さ
れ
、
巻
末
の
釼
阿
の
識
語
に
は
「
勝

賢
高
野
参
籠
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
後
世
地
蔵
院

流
各
派
に
お
い
て
は
『
付
法
状
』
と
称
さ
れ
法
流
伝
授

の
証
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
（
９
）
。

そ
の
四
日
後
に
記
さ
れ
た
『
仙
芥
集
』（13-1-3

）

A
C
B

に
は

四
度
次
第
や
許
可
作
法
に
つ
い
て
親
玄
の
口
伝
が
記
さ

れ
て
い
る
。
奥
書
に
は
、

正
応
四
年
六
月
二
十
六
日　

承
大
政
法
印
御
房
口

伝
記
之　

定
仙

と
あ
る
。
許
可
や
四
度
次
第
は
一
流
の
伝
授
の
初
め
に

授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
通
り
定
仙
は
こ

の
時
点
で
は
す
で
に
親
玄
よ
り
諸
尊
法
等
を
伝
授
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
授
け
ら
れ
た
の
は
阿
闍
梨
と
し

て
許
可
や
四
度
を
授
け
る
際
の
意
得
や
口
決
で
あ
る
。

こ
の
内
容
か
ら
、
親
玄
が
定
仙
に
授
け
た
三
宝
院
流
が

一
流
全
体
に
亘
る
規
模
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
正

応
四
年
六
月
二
十
六
日
の
伝
授
が
そ
の
締
め
く
く
り
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

た
だ
し
、定
仙
と
親
玄
の
交
流
は
こ
の
後
も
続
く
。『
仙

芥
集
』（13-1-8

）

A
D
B

の
本
文
冒
頭
に
、

仁
王
経
法　

以
光
宝
本
於
大
政
法
印
一

奉
受
一　

正

応
五
年
正
月
二
十
六
日

と
あ
り
、
ま
た
六
丁
裏
に
は
、

普
賢
延
命
法　

以
光
宝
本
一
於
大
政
法
印
一
奉
受
一

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
に
は
こ
れ

ま
で
の
道
教
所
伝
の
聖
教
で
は
な
く
、
道
教
と
同
じ
成

賢
の
付
法
で
あ
り
後
世
光
宝
方
と
称
さ
れ
る
法
流
の
祖
、

光
宝
所
伝
の
次
第
が
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
先
の
段
階
で
道
教
方
の
伝
授
は
終
わ
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
一
方
本
書
を
も
っ
て
直
ち
に
親
玄
よ
り

光
宝
方
の
伝
授
が
行
わ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
光
宝
所

伝
の
次
第
を
用
い
な
が
ら
本
書
中
に
は
光
宝
の
口
伝
は

記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
親
玄
が
光
宝
方
を
受
法
し
た

形
跡
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
後
に
つ
い
て
は
親
玄
が
鎌
倉
下
向
中
に
自
ら
記



— 274 —

し
た
記
録
『
親
玄
僧
正
日
記
』
に
記
述
が
み
ら
れ
る

A
E
B

。

正
応
五
年
三
月
二
十
八
日
の
条
に
、

覚
如
房
入
来
、
無
名
抄
大
事
等
上
人
尋
之

A
F
B

と
あ
り
、
定
仙
が
親
玄
の
住
処
を
訪
ね
て
『
無
名
抄
』

す
な
わ
ち
三
宝
院
流
の
重
書
で
あ
る
定
海
口
・
元
海
記

『
厚
双
紙
』
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
い
う
。
そ
の
後
も
正

応
六
年
（
一
二
九
三
）
五
月
十
六
日
の
条

A
G
B

、
同
七
月
十
八

日
の
条

A
H
B

、
同
九
月
二
十
一
日
の
条

A
I
B

に
「
覚
如
房
入
来
了
」

と
あ
り
、
そ
の
目
的
は
不
明
で
あ
る
が
、
定
仙
は
親
玄

を
訪
ね
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
定
仙
と
親
玄
の
交
流

を
確
認
で
き
る
史
料
は
こ
れ
が
最
後
と
な
る
。

ち
な
み
に
『
仙
芥
集
』（13-1-11

）

A
J
B

は
表
紙
に
「
三
宝

院　

親
玄
僧
正
等
御
口
伝
〈
一
〉」
と
あ
り
、『
仙
芥
集
』

（13-1-12

）

A
K
B

の
表
紙
に
は
「
三
宝
院　

親
玄
僧
正
御
口
伝

〈
二
〉」
と
あ
り
、
後
者
の
奥
書
に
は
、

永
仁
五
年
九
月
二
十
二
日
記
之　

定
仙

と
あ
る
が
、
両
冊
は
親
玄
を
中
心
に
三
宝
院
流
を
相
承

す
る
諸
師
の
口
伝
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
永

仁
五
年
（
一
二
九
七
）
九
月
二
十
二
日
に
親
玄
か
ら
受
法

し
た
記
録
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
た
だ
し
こ
の
二
本

の
内
容
は
三
宝
院
流
の
聖
教
・
重
宝
等
を
収
め
た
と
さ

れ
る
台
皮
籠
の
由
来
や
そ
の
収
納
品
に
つ
い
て
、
唯
授

一
人
大
事
・
宗
大
事
等
い
わ
ば
法
流
の
奥
義
に
あ
た
る

印
信
類
に
つ
い
て
の
口
伝
、
三
宝
院
の
名
の
由
来
や
、

後
七
日
・
大
元
法
・
八
千
枚
護
摩
等
の
大
法
・
秘
法
類

の
聖
教
の
伝
来
や
内
容
に
つ
い
て
の
口
決
等
、
三
宝
院

流
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
口
伝
を
集
成
し
た
も
の
で

あ
り
、
定
仙
が
親
玄
か
ら
の
受
法
の
中
で
こ
こ
ま
で
聞

き
及
ん
で
い
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
印
可
で
は

な
く
付
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
史
料
か
ら
、
定
仙
と
親
玄
の
直
接
的
交
流
が
確

認
で
き
る
の
は
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
八
月
二
十
九
日

か
ら
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
九
月
二
十
一
日
ま
で
で
あ

り
、
受
法
の
内
容
は
親
玄
が
相
承
す
る
三
宝
院
流
道
教

方
の
一
流
全
体
に
亘
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
先
述
の
通
り
親
玄
か
ら
定
仙
へ
の
付
法
の
証

拠
と
な
る
印
信
類
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
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②
覚
雅
か
ら
の
受
法

定
仙
関
連
の
写
本
の
識
語
に
は
そ
の
名
が
記
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
拙
稿2012

で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、『
仙
芥
集
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
定
仙
は

憲
深
方
（
報
恩
院
流
）
の
覚
雅
か
ら
も
直
接
教
え
を
受
け

て
い
る
。

『
続
伝
灯
広
録
』
一
一
に
よ
れ
ば
、
覚
雅
（
一
二
四
三
―

一
二
九
二
）
は
、
尚
書
雅
忠
の
猶
子
、
因
幡
の
前
司
大
江

頼
重
の
子
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
服
部1995

に
よ
れ
ば
、

頼
重
の
子
で
は
『
尊
卑
分
脈
』
等
の
記
述
か
ら
年
代
が

合
わ
ず
、
普
通
因
幡
の
前
司
と
い
え
ば
頼
重
の
父
・
長

井
因
幡
守
泰
重
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
泰
重
の
子
で
あ
ろ

う
と
す
る

A
L
B

。
報
恩
院
憲
深
の
付
法
蓮
蔵
院
実
深
の
資
で
、

実
深
を
継
い
で
報
恩
院
第
三
世
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

の
ち
に
北
条
氏
に
招
聘
さ
れ
鎌
倉
に
下
り
二
階
堂
（
永
福

寺
）
の
院
主
と
な
る
。
そ
の
後
、
醍
醐
に
帰
る
こ
と
な
く

正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
八
月
二
十
一
日
に
没
し
た

A
M
B

。

三
宝
院
流
に
関
し
て
親
玄
を
中
心
に
諸
師
の
口
伝
を

ま
と
め
た
『
仙
芥
集
』（13-1-11

）
お
よ
び
『
仙
芥
集
』

（13-1-12

）
の
中
に
は
、「
覚
雅
法
印
云
」「
答
覚
雅
法
印
云
」

等
、
明
ら
か
に
覚
雅
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
と
判
じ

う
る
記
述
が
十
二
か
所
あ
る
。
特
に『
仙
芥
集
』（13-1-11

）

に
あ
る
次
の
記
述
は
決
定
的
で
あ
る
。

定
仙
問
覚
雅
法
印
云
厚
双
紙
外
大
事
醍
醐
誰
人
受

之
耶　

答
云
大
政
法
印
与
覚
雅
也
〈
云
云
〉

A
N
B  

「
定
仙
、
覚
雅
法
印
に
問
う
て
云
わ
く
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
は
定
仙
が
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
を
覚
雅
に

直
接
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
仙
芥
集
』

に
覚
雅
の
名
が
現
れ
る
の
は
こ
の
両
冊
に
集
中
し
て
お

り
、
他
に
は
『
仙
芥
集
』（13-1-8

）
に
醍
醐
三
宝
院
に
お

け
る
仁
王
経
法
を
修
す
際
の
曼
荼
羅
の
掛
け
様
に
つ
い

て
、

三
宝
院
ノ
家
ヲ
ツ
ク
仁
ハ
大
師
ノ
御
筆
ノ
本
尊
ヲ
相
承
ス
ル

故
ニ
ヤ
ワ
ラ
当
時
ノ
曼
陀
羅
ノ
下
ニ
カ
ク
ル
也　

覚
雅

法
印
等
不
存
知
此
由
一

歟

A
O
B

と
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
は
直
接
聞
い
た
も
の
か
伝
聞
か

詳
ら
か
で
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
前
掲
の
史
料
か
ら
定

仙
が
覚
雅
に
直
接
会
っ
て
教
え
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
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明
ら
か
で
あ
る
が
、
現
存
史
料
か
ら
は
覚
雅
所
伝
の
法

流
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
伝
授
を
受
け
た
形
跡
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
覚
雅
の
付
法
が
憲
淳
一
人
で
あ
っ

た
と
い
う
伝
承
と
も
合
致
す
る
。
お
そ
ら
く
は
、
憲
深

の
法
流
を
正
し
く
相
承
し
報
恩
院
を
継
ぐ
覚
雅
に
面
会

す
る
機
会
を
得
た
定
仙
が
、
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を

聞
い
て
み
た
、
と
い
う
程
度
の
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
よ
っ
て
定
仙
が
覚
雅
か
ら
憲
深
方
を
相
承
し
て
い

た
と
ま
で
は
い
い
得
な
い
。
こ
の
定
仙
と
覚
雅
と
の
面

談
が
い
つ
ど
こ
で
な
さ
れ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

覚
雅
が
い
つ
下
向
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
の
で
、
文

永
二
年
（
一
二
六
五
）
に
覚
雅
が
醍
醐
蓮
蔵
院
に
お
い
て

実
深
よ
り
灌
頂
を
受
け
て
の
ち
鎌
倉
に
下
向
し
て
か
ら
、

亡
く
な
る
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
ま
で
の
間
と
し
か
い

い
得
な
い
。
場
所
は
覚
雅
が
院
主
を
務
め
る
二
階
堂
（
永

福
寺
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
れ
も
推
測
の
域

を
出
な
い
。

③
願
行
房
憲
静
か
ら
の
受
法

三
宝
院
流
の
成
賢
の
資
の
内
、
意
教
上
人
頼
賢

（
一
一
九
六
―
一
二
七
三
）
が
相
承
し
た
分
を
後
世
意
教
流

と
称
す
る
。
そ
の
頼
賢
の
付
法
の
一
人
に
、
願
行
房
憲

静

A
P
B

（
一
二
一
五
―
一
二
九
五
）
が
い
る

A
Q
B

。
憲
静
は
こ
の
頼

賢
か
ら
の
相
承
の
分
を
も
っ
て
後
世
願
行
流
・
願
行
意

教
流
・
意
教
流
願
行
方
等
と
称
せ
ら
れ
る
法
流
の
祖
と

し
て
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
、
他
に
も
勧
修
寺
流
を
阿

性
上
人
覚
宗
か
ら
、
安
祥
寺
流
を
佐
々
目
法
印
頼
助
か

ら
、
西
院
流
を
定
証

A
R
B

か
ら
、
三
宝
院
流
を
守
海

A
S
B

か
ら
な

ど
多
く
の
法
流
を
相
承
し
て
い
る
。
本
稿
は
定
仙
の
三

宝
院
流
の
受
法
に
つ
い
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

憲
静
相
承
の
頼
賢
と
守
海
の
法
流
に
つ
い
て
受
法
を
確

認
す
る
。

『
仙
芥
集
』（13-1-10

）

A
T
B

は
「
意
教
上
人
御
口
伝
等
」
と

表
紙
に
あ
り
、
本
文
中
の
見
出
し
を
確
認
す
る
と
字
輪

観
・
本
尊
加
持
・
散
念
誦
と
い
っ
た
行
法
に
つ
い
て
の

問
題
や
、
灌
頂
行
事
・
灌
頂
印
明
、
特
定
の
尊
の
印
等
、

事
相
上
の
問
題
に
つ
い
て
頼
賢
の
口
伝
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
識
語
が
な
く
伝
授
に
か
か
る
状
況
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は
不
明
で
あ
り
、
本
文
中
に
も
頼
賢
か
ら
の
直
接
の
受

法
を
示
唆
す
る
記
述
は
な
い
。「
有
人
云
上
人
仰
云
」
と

い
う
記
述
が
た
び
た
び
あ
る
こ
と
か
ら
、
頼
賢
か
ら
直

接
で
は
な
く
頼
賢
の
伝
を
伝
え
る
人
師
よ
り
受
法
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
定
仙
が
受
法
し
た

人
師
の
中
で
頼
賢
の
法
流
を
相
承
し
て
い
る
人
物
と
い

え
ば
、
憲
静
、
義
能
、
公
然
で
あ
る
の
で
、
そ
の
い
ず

れ
か
、
あ
る
い
は
三
師
の
伝
を
併
記
し
た
も
の
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
憲
静
と

公
然
に
関
し
て
は
『
仙
芥
集
』
の
他
の
個
所
で
は
「
願

行
上
人
云
」「
了
一
上
人
云
」
等
と
そ
の
名
が
具
体
的
に

記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
る
い
は
義
能
か
ら
の
伝
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
一
か
所
、「
二
根
交
合
成
大
仏

事
」
と
題
す
る
段
の
中
に
、

血
脈

○
寛
位　
兵
部
卿
法
印　

憲
静　
　

了　

心　
　
　

  

定　

仙

A
U
B

と
憲
静
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
兵
部
卿
法
印
寛
位
は

勧
修
寺
流
行
海
方
の
蓮
顕
の
付
法
で
あ
り
、
三
宝
院
流

で
も
頼
賢
の
付
法
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、『
仙
芥
集
』

（13-1-11

）
に
、

願
行
上
人
云　

故
意
教
上
人　

阿
性
上
人　

兵
部

卿
法
印　

三
人
之
真
言
無
相
法
門
皆
同
也

A
V
B 

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
憲
静
が
寛
位
か
ら
も
薫
陶
を
受
け

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
称

名
寺
聖
教
『
瑜
祇
灌
頂
作
法
私
記
』

A
W
B

の
奥
書
に
よ
れ
ば

憲
静
は
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
二
月
六
日
に
寛
位
か
ら

同
次
第
の
伝
授
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
な
ぜ
こ
こ
で
寛

位
の
伝
が
記
さ
れ
た
の
か
そ
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
の
記
述
を
も
っ
て
本
冊
全
体
を
憲
静
の
伝
と
す
る
の

は
無
理
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

前
掲
の
「
親
玄
僧
正
等
御
口
伝
」
と
題
さ
れ
る
『
仙
芥

集
』（13-1-11

）
お
よ
び
同
（13-1-12

）
は
、
三
宝
院
流
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
な
口
伝
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
、

表
題
通
り
親
玄
の
口
伝
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
定
仙
が

受
法
し
た
三
宝
院
流
を
相
承
す
る
諸
師
の
口
伝
も
併
せ

て
記
さ
れ
て
い
る
。
憲
静
の
伝
も
『
仙
芥
集
』（13-1-11

）

に
は
二
か
所
、『
仙
芥
集
』（13-1-12

）
に
は
一
か
所
記
さ

れ
て
い
る
が
、
法
流
の
伝
授
と
い
う
意
味
で
重
要
な
も
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の
で
は
な
い
。

『
仙
芥
集
』（13-1-29

）
は
表
紙
に
「
灌
頂
行
事
口
伝
小

野
」
と
あ
り
、
巻
中
識
語
に
「
永
仁
二
年
九
月
十
六
日
記

之　

常
陸
法
印
説
也　

定
仙
記
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

主
に
勧
修
寺
流
の
灌
頂
行
事
に
つ
い
て
常
陸
法
印
定
宣

の
伝
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
は
「
願
上

人
云
阿
性
房
云
」
と
憲
静
が
覚
宗
か
ら
相
承
し
た
勧
修

寺
流
栄
然
方
の
灌
頂
行
事
の
口
伝
に
つ
い
て
も
記
さ
れ

て
い
る
。
一
方
で
比
較
の
た
め
か
三
宝
院
の
行
様
に
つ

い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
頼
賢
が
高
野

山
に
お
い
て
五
瓶
に
五
宝
を
入
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
憲
静
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

三
宝
院
行
事
如
何　

願
上
人
云
高
野
ニ
テ

故
上
人
時

不
入
中
一　

瓶
少
（
マ
マ
）
故
也

A
X
B

こ
の
直
後
の
巻
中
識
語
に
は
、

正
応
二
年
九
月
二
十
四
日
勤
行
時
記
之　

定
仙
〈
在

判
〉

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
九
月

二
十
四
日
ま
で
に
は
憲
静
よ
り
教
え
を
受
け
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
ま
た
本
冊
の
表
紙
裏
に
は
、

三
宝
院
同
壇
事

願
上
人
云
故
意
教
上
人
仰
云
（
中
略
）
正
応
二
年
十

月
十
日
記
之
、
定
仙
〈
在
判
〉

と
の
袖
書
が
あ
り
、
同
年
十
月
十
日
に
も
憲
静
が
頼
賢

の
伝
を
定
仙
に
伝
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
三
宝
院

流
で
は
な
い
が
受
法
の
時
期
が
わ
か
る
史
料
と
し
て
、

拙
稿2015b

で
も
取
り
上
げ
た
『
仙
芥
集
』（13-1-18

）

の
巻
中
識
語
を
挙
げ
る
。

正
応
二
年
十
二
月
比
於
願
行
上
人
奉
受
之
畢　

定
仙

A
Y
B 

本
冊
は
表
紙
に
「
求
聞
持
法
口
伝
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

憲
静
が
覚
宗
か
ら
受
法
し
た
勧
修
寺
流
栄
然
方
の
求
聞

持
法
に
つ
い
て
の
受
法
記
録
で
あ
る
。

以
上
の
『
仙
芥
集
』
の
記
述
を
見
る
限
り
で
は
、
定

仙
が
憲
静
か
ら
受
法
し
た
の
は
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）

の
九
月
頃
か
ら
年
末
に
か
け
て
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

称
名
寺
聖
教
の
『
題
未
詳

A
Z
B

』（323-55

）
に
は
奥
書
に
、

本
云　

正
応
二
年
壬
十
月
十
四
日　

以
意
教
上
人

自
筆
本
書
写
了　

定
仙
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と
あ
り
、
こ
こ
に
は
誰
が
そ
の
頼
賢
自
筆
本
を
所
持
し

て
い
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
付
か
ら
判
断

す
る
に
憲
静
よ
り
借
覧
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

以
上
、
憲
静
か
ら
の
伝
授
で
は
三
宝
院
流
の
頼
賢
の
伝

は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
守
海
の
伝
に
至
っ
て
は
皆
無
で

あ
り
、
主
に
勧
修
寺
流
の
覚
宗
の
伝
が
授
け
ら
れ
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
甲
田2000

で
も
「
憲
静
自
身
は

勧
流
を
本
流
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

A
[
B

」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
定
仙
は
意
教
の
三
宝
院

流
を
憲
静
か
ら
相
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

ち
な
み
に
、永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
に
記
さ
れ
た
「
瑜

祇
灌
頂
私
抄
」
と
題
さ
れ
る
『
仙
芥
集
』（13-1-24

）
に

は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

定
仙
自
三
方
受
之　

三
方
者
卿
ア
サ
リ

A
\
B　

定
祐

A
]
B　

能
海

A
^
B

也

願
上
人　

殿
ノ
法
印

A
_
B

ハ
唯
物
語
リ
ニ
談
ス
ル
也

A
`
B

す
な
わ
ち
、
定
仙
は
瑜
祇
灌
頂
を
増
瑜
・
定
祐
・
能

海
の
三
人
か
ら
受
け
た
が
、
憲
静
と
殿
ノ
法
印
か
ら
は

伝
授
で
は
な
く
話
を
聞
い
た
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
三
宝
院
流
に
関
し
て
も
伝
授
と
い
う
形
で
は

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

④
義
能
か
ら
の
受
法

義
能
に
つ
い
て
は
資
料
が
少
な
い
た
め
大
部
分
拙
稿

2012

と
重
複
す
る
が
再
説
し
た
い
。

仏
性
房

A
a
B

義
能
（
生
没
年
不
詳
）

A
b
B

は
、
元
は
達
磨
宗
の
徒

で
義
準
と
い
い
、
後
に
道
元
・
懐
奘
二
代
に
参
じ
て
伝

法
の
弟
子
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
後
、
永
平
寺

を
離
れ
京
都
五
山
遊
学
中
に
知
っ
た
台
密
禅
を
兼
修
す

る
高
野
山
金
剛
三
昧
院
を
訪
れ
、
そ
こ
で
隠
遁
中
の
意

教
上
人
頼
賢
に
出
会
い
つ
い
に
は
師
事
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
義
能
が
相
承
し
た
意
教
流
は
後
に
義
能
方
と
呼
ば

れ
憲
静
の
願
行
方
や
慈
猛
の
慈
猛
方
と
並
び
称
さ
れ
る

よ
う
に
な
る

A
c
B

。
定
仙
は
こ
の
義
能
か
ら
も
頼
賢
の
法
流

を
受
法
し
た
こ
と
が
称
名
寺
聖
教
か
ら
窺
え
る
。

『
仏
性
房
印
信
状

A
d
B

』
に
、

（
前
略
）
而
亀
谷
釈
迦
堂
長
老
覚
如
御
房
、
真
言
興

隆
志
不
浅
、且
故
意
教
上
人
流
恋
慕
真
実
之
間
、重
々
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大
事
等
、
存
愚
意
之
程
不
残
一
事
奉
渡
乎
（
中
略
）

建
治
四
年
三
月
十
九
日　

金
剛
仏
子
義
能
〈
在
判
〉

と
あ
る
。
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）、
受
法
の
場
所
は
不

明
で
あ
る
が
定
仙
は
義
能
よ
り
「
故
意
教
上
人
の
流
」

の
「
重
々
の
大
事
」
を
「
一
事
残
ら
ず
」
授
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
事
実
上
の
皆
伝
と
見
て
良
い
。
ま
た
、『
口

伝
集
』（
内
題
は
「
意
教
上
人
口
伝
」）
に
は
、

弘
安
元
年
十
月
十
二
日
受
之
、
已
上
仏
生
房
口
伝

A
e
B

弘
安
元
年
十
月
十
六
日
、
一
々
伝
之
、
定
仙

A
f
B 

と
あ
る
。
弘
安
元
年
は
二
月
二
十
九
日
に
建
治
四
年
か

ら
改
元
し
て
い
る
の
で
、西
暦
は
先
の
『
仏
性
房
印
信
状
』

と
同
じ
一
二
七
八
年
で
あ
る
。
義
能
は
越
前
や
播
磨
に

も
移
動
し
て
お
り
長
期
間
鎌
倉
に
住
し
て
い
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
年
の
三
月
と
十
月

は
鎌
倉
に
在
っ
て
定
仙
と
接
触
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
ま
た
称
名
寺
聖
教
に
は
『
仏
生
房
口
伝
』

A
g
B

と

題
す
る
義
能
の
灌
頂
印
明
に
関
す
る
口
伝
も
伝
存
す
る
。

こ
の
写
本
に
は
奥
書
が
な
い
の
で
定
仙
と
の
関
係
は
不

明
で
あ
る
が
、
参
考
ま
で
に
挙
げ
た
。

以
上
、
定
仙
は
義
能
よ
り
建
治
四
年
／
弘
安
元
年

（
一
二
七
八
）
三
月
と
十
月
（
あ
る
い
は
三
月
か
ら
十
月
）
に

頼
賢
の
流
を
受
法
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ

し
『
仙
芥
集
』
に
は
義
能
の
伝
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も

付
記
し
て
お
く

A
h
B

。

⑤
公
然
か
ら
の
受
法

定
仙
の
受
法
活
動
に
お
け
る
最
重
要
人
物
と
も
い
え

る
の
が
了
一
上
人
公
然
で
あ
る
。
公
然
に
つ
い
て
は

僧
伝
や
辞
典
に
そ
の
記
述
が
な
く
ど
の
よ
う
な
人
物
で

あ
っ
た
の
か
詳
ら
か
で
な
い
。
先
行
研
究
で
は
甲
田

2000

が
『
宝
池
院
前
大
僧
正
入
壇
資
記
』
や
『
醍
醐
寺

新
要
録
』
等
に
よ
っ
て
そ
の
生
涯
を
ま
と
め
て
い
る

A
i
B

。

こ
れ
に
よ
れ
ば
公
然
は
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
生
ま
れ

で
憲
深
の
付
法
で
あ
る
定
済
の
灌
頂
資
で
あ
る
と
い
う
。

正
元
二
年
（
一
二
六
〇
）
よ
り
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
ま

で
は
醍
醐
に
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
文
永
九

年
（
一
二
七
二
）
に
は
高
野
山
に
行
き
、
安
養
院
に
て
頼

賢
か
ら
受
法
し
て
い
た
こ
と
が
称
名
寺
聖
教
に
見
ら
れ
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る
。
ま
ず
『
阿
闍
梨
位
印
口
伝
』
と
い
う
巻
子
の
首
書

に
は
、文

永
九
年
〈
壬
／
申
〉
七
月
十
六
日
、
於
高
野
山

禅
定
院
之
安
養
院
奉
伝
受
畢

と
あ
り
、奥
書
の
最
後
に
は
「
法
眼
公
然
記
之
」
と
あ
る
。

ま
た
、文

永
九
年
八
月
十
五
日
、
於
高
野
山
禅
定
院
之
安

養
院
記
之
、
如
此
宗
極
、
雖
不
可
注
置
、
為
備
廢

亡
聊
記
之
、
胸
中
暗
記
之
後
、
早
可
投
火
爐
矣
、

法
眼
公
然
記

と
い
う
奥
書
を
有
す
る
写
本
が
『
厚
大
士
口
伝
』
の
タ

イ
ト
ル
で
四
本

A
j
B

、『
第
三
重
印
明
義
口
决
』
の
タ
イ
ト
ル

で
一
本

A
k
B

伝
存
し
て
い
る
。

血
脈
等
に
は
他
の
法
流
の
相
承
も
見
ら
れ
る
。
ま
ず

『
諸
流
灌
頂
秘
蔵
鈔
』
の
「
三
宝
院
御
流
意
教
上
人
方
萬

徳
寺
相
承
血
脈
」
に
そ
の
名
が
見
え
る
。

勝
賢　

守
覚　

道
法　

心
文
上
人　

公
然　

鑁
海

（
以
下
略
）

A
l
B

、

三
宝
院
御
流
は
醍
醐
寺
の
覚
洞
院
勝
賢
が
伝
え
る
三

宝
院
流
を
仁
和
寺
第
六
世
守
覚
法
親
王
が
受
法
し
た
も

の
で
、
守
覚
よ
り
道
法
法
親
王
に
授
け
ら
れ
た
。
道
宝

は
こ
れ
を
道
助
法
親
王
と
意
教
上
人
頼
賢
に
授
け
て
お

り
、
右
の
血
脈
は
意
教
上
人
が
相
承
し
た
分
で
あ
る
。

血
脈
中
の
「
心
文
上
人
」
と
い
う
の
は
意
教
上
人
の
こ

と
で
あ
り
、「
心
文
」
は
「
意
」
の
下
心
と
「
教
」
の
攵

を
取
っ
た
片
字
で
あ
る
（
た
だ
し
「
攵
」
は
本
来
「
攴
」
で

あ
り
「
文
」
で
は
な
い
）。
意
教
か
ら
の
受
法
に
つ
い
て
は

こ
の
三
宝
院
御
流
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
意
教
流

も
相
承
し
て
い
た
こ
と
が
称
名
寺
聖
教
中
の
『
五
智
五

ａ
四
重
秘
印
言
』
と
題
さ
れ
た
口
伝
切
紙
に
確
認
で
き

る
。

勝
賢　

成
賢　

海
信　

頼
賢　

公
然　

楽
範　

釼
阿

A
m
B

「
海
信
」
は
抹
消
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
血
脈
は
勝

賢
―
成
賢
―
頼
賢
と
い
う
通
常
の
意
教
流
の
血
脈
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
『
野
沢
血
脈
集
』
巻
二
で
は
、
三
宝
院
流
定
海
付

法
九
人
の
内
、
遮
那
院
大
輔
僧
都
覚
鏡
の
血
脈
に
そ
の

名
が
見
え
る
。
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寺
慈
尊
院
の
別
名
で
あ
る
。
公
然
は
こ
の
法
流
を
侍
従

阿
闍
梨
経
寛
よ
り
受
法
し
て
い
る
が
、
そ
の
受
法
に
か

か
る
状
況
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
公
然
は
定
済
か
ら
憲
深
方
、
頼
賢
か
ら
三

宝
院
御
流
と
意
教
流
、
経
寛
か
ら
遮
那
院
流
の
四
流
を

相
承
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
す

な
わ
ち
三
宝
院
御
流
・
遮
那
院
流
の
二
流
は
や
や
異
質

な
相
承
系
譜
を
有
す
る
が
、
こ
の
四
流
は
い
ず
れ
も
三

宝
院
流
の
末
流
で
あ
る
。

次
に
定
仙
が
公
然
か
ら
受
法
し
た
そ
の
実
際
を
史
料

か
ら
見
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
法
流

の
授
受
に
関
わ
る
印
信
類
等
は
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て

こ
こ
で
は
称
名
寺
聖
教
に
見
ら
れ
る
明
ら
か
に
公
然
か

ら
定
仙
が
直
接
教
え
を
受
け
た
と
判
断
し
う
る
も
の
を

挙
げ
る
。
た
だ
し
公
然
の
名
は
頻
繁
に
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。
今
は
受
法

の
実
態
を
知
る
の
に
有
用
な
も
の
に
絞
っ
て
時
系
列
で

挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

『
仙
芥
集
』（13-1-28

）
は
「
御
遺
告
聞
書
小
野
」
と
題

し
『
御
遺
告
』
に
つ
い
て
の
註
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

本
文
の
後
に
「
有
人
云
了
一
上
人
」
と
し
て
公
然
の
伝
が
記

さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
は
、

建
治
四
年
正
月
二
十
六
日
記
之
了　

金
剛
仏
子

定　

四
十
六
才

A
o
B

云
云

と
あ
る
。
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
一
月
二
十
六
日
に
書

い
た
も
の
の
中
に
公
然
の
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
そ
れ
以
前
に
定
仙
と
公
然
は
会
っ
て
い
た
こ
と

〈
遮
那
院
大
輔
僧
都
覚
鏡
の
血
脈
〉 

 

遮
那
院
大
輔
僧
都 

橋
本
少
将
法
印 

遮
那
院
僧
都 

釈
迦
院
法
印

覚　

鏡
― 

実　

覚
― 

琳　

経
― 

経　

舜
―

豊
前
守
藤
重
兼
子大

納
言
僧
都

―
公　

然

了
一
上
人

侍
従
阿
闍
梨 

帥
律
師

経　

寛
― 

経　

杲
―
（
以
下
略

A
n
B

）

覚
鏡
は
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）、
三
宝
院
に
お
い
て
定

海
よ
り
灌
頂
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
法
流
を
後
世
遮
那

院
流
と
称
す
る
。
遮
那
院
は
覚
鏡
の
住
房
で
あ
る
醍
醐
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に
な
る
。
甲
田2000

に
よ
れ
ば
建
治
四
年
正
月
十
四

日
に
権
少
僧
都
に
転
昇
し
た
こ
と
が
『
醍
醐
寺
新
要
録
』

に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
後
の
消
息
が
は
っ
き
り
し

な
い
と
い
う

A
p
B

。
定
仙
が
公
然
に
会
っ
た
の
は
鎌
倉
の
地

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
公
然
は
一
月
十
五
日
以

降
二
十
六
日
ま
で
の
間
に
鎌
倉
に
下
向
し
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
権
少
僧
都
昇
補
そ
の
も
の
が
下

向
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

A
q
B

。

『
仙
芥
集
』（13-1-25

）
は
「ho-m
a

要
抄
」
と
題
し
、

主
に
勧
修
寺
流
の
護
摩
に
つ
い
て
口
伝
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

了
一
上
人
云
願
上
人
モ
自
橛
中
間
一
可
引
始
之
一　

自

天
地
中
間
一
引
之
一
ト
云
云

A
r
B

憲
静
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
護
摩
壇
の
壇
線
を
引
い

て
い
た
か
が
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
冊
の
奥
書
に

は
、

正
応
二
年
十
二
月
二
十
八
日
記
之　

定
仙　

云
云

と
あ
り
先
の
建
治
四
年
か
ら
十
年
ほ
ど
経
っ
た
正
応
二

年
（
一
二
八
九
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

『
仙
芥
集
』（13-1-4

）

A
s
B

は
表
紙
に
、

公
然
事
／
果
性
不
可
説
即
是
密
蔵
本
分
事
／
無
相

修
行
間
事
〈
菩
薩
々
々
已
祈
修
行
事
〉
／
真
言
利

益
佛
果
利
益
タ
ル
事
／
顕
教
不
知
温
育
方
便
事
／

遮
情
圓
極
シ
テ
不
用
真
言
表
徳
事
／
真
言
無
相
不

可
落
空
見
事
／
真
言
三
形
為
如
来
本
有
徳
事
／
真

言
表
徳
為
真
善
妙
有
假
事

と
あ
り
、
公
然
の
伝
を
ま
と
め
て
記
し
た
一
冊
と
な
っ

て
い
る
。
内
容
は
伝
授
記
録
の
集
成
で
あ
る
『
仙
芥
集
』

に
は
珍
し
く
教
学
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
聞
書
で
あ
る
。

奥
書
に
は
「
正
応
三
年
正
月
三
十
日
記
之　

定
仙
」
と

あ
る
の
で
一
二
九
〇
年
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
仙
芥
集
』（13-1-1

）

A
t
B

は
三
宝
院
流
の
胎
蔵
次
第
の
道

場
観
に
つ
い
て
の
聞
書
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
六
丁
の
本

文
中
に
「
了
一
上
人
云
」
と
の
記
述
が
九
か
所
あ
り
、

ほ
ぼ
公
然
か
ら
の
説
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
「
大
政
法
印
云
」
も
二
か
所
あ
り
、

親
玄
か
ら
受
け
た
伝
も
記
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
に
は
「
正

応
五
年
（
一
二
九
二
）
正
月
三
十
日
記
之
」
と
あ
る
。
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『
仙
芥
集
』（13-1-15

）

A
u
B

は
表
紙
に
「
後
七
日
私
抄　

付

醍
醐
勧
修
寺
記
之　

太
元
法
少
々
記
之
」
と
あ
り
、
巻

中
識
語
に
は
、

正
応
五
年
二
月
二
十
五
日
記
之　

定
仙

A
v
B

と
あ
る
。
次
の
『
仙
芥
集
』（13-1-13

）

A
w
B

は
表
紙
に
「
後

七
日
雑
日
記　

付
勧
修
寺
日
記
抄
之
」
と
あ
り
前
の
『
仙

芥
集
』（13-1-15

）と
一
具
の
も
の
で
あ
る
。
奥
書
に
い
う
、

正
応
五
年
三
月
二
十
六
日
書
了

以
了
上
人
口
伝
一
記
之
一
定
済
僧
正
参
後
七
日
一
事
三

ケ
度
乍
ナ
カ
ラ

三
度
一
伴
僧
也

仍
委
存
子
細
一
御
ス　

然
間
以
彼
口
伝
一
記
之
一
也〈
云

云
〉　

定
仙
〈
満
六
十
〉

定
済
は
後
七
日
御
修
法
に
三
度
参
じ
た
が
、
公
然
は

そ
の
三
度
と
も
伴
僧
を
務
め
た
。
そ
の
た
め
後
七
日
御

修
法
に
つ
い
て
細
か
い
こ
と
ま
で
詳
し
く
知
っ
て
い
る

の
で
、
公
然
の
口
伝
に
よ
っ
て
こ
れ
を
記
し
た
と
い
う
。

三
宝
院
流
に
は
直
接
関
係
な
い
が
公
然
を
知
る
の
に
重

要
な
情
報
な
の
で
記
し
置
く
。

称
名
寺
聖
教『
第
三
重
印
明
義
口
决〈
公
〉』（315-0029

）

は
内
題
に
「
厚
大
士
口
伝
〈
無
所
不
至
印
事
／
酉
酉
〉」

と
あ
り
、
元
海
が
記
し
た
三
宝
院
流
の
重
書
『
厚
双
紙
』

に
説
か
れ
る
三
宝
院
流
重
位
の
第
三
重
の
大
事
に
つ
い

て
の
口
伝
で
あ
る
。
奥
書
に
は
、

正
応
五　

三　

 

廿
九
日　

了
―
説　

定
―
記

と
あ
り
、
正
応
五
年
三
月
二
十
九
日
に
公
然
が
説
き
、

定
仙
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え

重
受
で
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
重
要
な
口
決
が
印
可
も

な
く
授
け
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
法
流
の
伝
授
に

伴
っ
て
授
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

『
仙
芥
集
』（13-1-14

）

A
x
B

も
「
両
日
記
注
文　

醍
醐
後
七

日
並
師
伝
」
と
題
し
後
七
日
御
修
法
の
口
伝
を
記
し
た

前
の
『
仙
芥
集
』
二
本
と
一
具
の
も
の
で
あ
る
。
奥
書

に
は
、正

応
五
年
三
月
三
十
日
記
之
了　

定
仙　

□
六
十

〈
云
々
〉

と
あ
り
、
巻
中
識
語
に
は
、

正
応
五
年
四
月
五
日
記
之
了　

定
仙

A
y
B

と
あ
る
。
奥
書
よ
り
巻
中
の
方
の
日
付
が
後
な
の
は
、
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も
と
も
と
の
記
録
を
『
仙
芥
集
』
と
し
て
集
成
す
る
際

に
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
前
後
を
入
れ
替
え
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

次
の
『
仙
芥
集
』（13-1-2

）

A
z
B

は
奥
書
が
な
い
た
め
、
受

法
の
時
期
な
ど
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
宝
院
流
の

請
雨
経
法
・
転
法
輪
法
・
後
七
日
両
種
護
摩
に
つ
い
て

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
中
に
は
二
か
所「
了
一
上
人
云
」

と
あ
る
の
み
だ
が
、
文
末
に
も
「
了
一
上
人
説
也
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
本
冊
の
内
容
全
体
が
公
然
の
説
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
建
治
四
年
（
一
二
七
八
）
か

ら
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
に
か
け
て
、
定
仙
が
公
然
か

ら
親
し
く
教
え
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
特

に
正
応
五
年
一
月
か
ら
四
月
ま
で
は
集
中
し
て
教
え
を

受
け
て
い
る
。
法
流
の
重
書
の
口
伝
ま
で
授
か
っ
て
い

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
法
流
の
伝
授
で
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
規
模
と
公
然
が
相
承
す
る
い
ず
れ

の
法
流
が
定
仙
へ
と
伝
え
ら
れ
た
の
か
は
い
ま
ひ
と
つ

判
然
と
し
な
い
。

ま
と
め

以
上
、
三
宝
院
流
を
相
承
す
る
五
師
か
ら
定
仙
が
受

法
し
た
そ
の
実
態
に
つ
い
て
、
現
存
史
料
を
用
い
て
考

察
し
た
。
五
師
の
内
、
道
教
方
の
親
玄
お
よ
び
意
教
方

の
義
能
か
ら
の
受
法
に
つ
い
て
は
付
法
の
証
と
な
る
印

信
類
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
一
流
の
奥
義
に
関
わ
る

伝
授
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
付
法
と
み
な
し
得
た
。
公
然

か
ら
の
受
法
に
つ
い
て
も
法
流
の
重
書
の
口
伝
ま
で
授

け
ら
れ
て
い
た
た
め
付
法
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、

公
然
が
相
承
す
る
三
宝
院
流
の
末
流
四
方
の
内
、
い
ず

れ
の
法
流
が
授
け
ら
れ
た
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

憲
深
方
の
覚
雅
と
意
教
方
の
憲
静
か
ら
の
受
法
に
つ
い

て
は
、
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
付
法

と
み
な
し
得
る
だ
け
の
文
証
が
な
く
、
内
容
も
伝
授
と

呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
、
定
仙
が
親
玄
や
公
然
に
親
し
く
面
談
や
受

法
の
機
会
を
得
て
い
た
そ
の
背
景
に
は
、
定
仙
の
出
自
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が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
回

は
紙
幅
が
尽
き
た
た
め
そ
の
論
考
は
別
の
機
会
に
譲
り

た
い
。

註
（
１
）
執
筆
当
時
は
国
指
定
重
要
文
化
財
。

（
２
）
石
田
二
〇
〇
四
、三
頁
。

（
３
）
称
名
寺
聖
教
の
整
理
番
号
の
表
記
は
、函
番
・
函
内
通
番
の
順
に
（
〇

-

△
）、
ま
た
は
函
番
・
函
内
通
番
・
枝
番
の
順
に
（
〇-

△-

□
）

で
記
し
た
。
以
下
同
。

（
４
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
③
、
一
五
九
―
一
七
〇
頁
。

（
５
）
七
丁
裏
。
な
お
称
名
寺
聖
教
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
『
仙
芥
集
』
翻

刻
の
凡
例
に
従
っ
た
。
た
だ
し
す
で
に
活
字
化
さ
れ
た
も
の
を
引

用
す
る
場
合
は
元
の
表
記
の
ま
ま
と
す
る
。

（
６
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
③
、
一
七
〇
―
一
八
七
頁
。

（
７
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
②
、
一
六
八
―
一
七
九
頁
。

（
８
）『
東
密
諸
法
流
印
信
類
聚
』
別
巻
Ⅱ
、
二
七
頁
に
は
「
地
―
親
」
と

題
し
て
地
蔵
院
流
親
玄
方
の
許
可
印
信
・
伝
法
印
信
・
血
脈
を
挙

げ
、
そ
の
血
脈
に
は
「（
前
略
）
親
玄
―
定
仙
―
賢
誉
―
実
済
（
後

略
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
密
教
大
辞
典
』
の
「
親
玄
方
」
の
項

に
も
同
様
の
血
脈
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

『
三
十
六
流
印
信
集
』に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
三
十
六

流
印
信
集
』
は
東
密
三
十
六
流
の
許
可
・
伝
法
の
印
信
の
み
を
集

成
し
て
一
括
で
伝
授
す
る
諸
法
流
伝
授
の
形
態
で
伝
承
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
実
際
に
親
玄
か
ら
定
仙
に
伝
授
・
相
承
さ
れ
た
法
流

の
規
模
や
内
容
を
こ
こ
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
実
際
に
親
玄
か
ら
定
仙
に
授
け
ら
れ
た
印
信
と
同
じ
も

の
か
ど
う
か
も
確
認
し
え
な
い
。

（
９
）
田
中2006

、
二
―
九
頁
。

（
10
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
③
、
一
五
一
―
一
五
九
頁
。

（
11
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
②
、
一
七
九
―
一
八
七
頁
。

（
12
）
こ
の
日
記
は
現
存
部
分
が
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
二
月
九
日
か

ら
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
十
二
月
二
十
九
日
の
分
ま
で
で
あ
り
、

定
仙
の
受
法
期
間
と
は
重
な
っ
て
い
な
い
。

（
13
）『
親
玄
日
記
』
上
、
三
四
頁
上
。

（
14
）『
親
玄
日
記
』
中
、
七
〇
頁
下
。

（
15
）『
親
玄
日
記
』
中
、
七
二
頁
下
。

（
16
）『
親
玄
日
記
』
中
、
七
五
頁
下
。

（
17
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
一
五
二
頁
下
―
一
七
〇
頁
下
。

（
18
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
一
七
一
頁
上
―
一
八
九
頁
下
。

（
19
）
服
部1995

、
四
一
八
頁
上
。

（
20
）
続
真
全
三
三
、四
五
四
頁
下
。

（
21
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
一
六
三
頁
上
。

（
22
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
②
、
一
八
二
頁
。

（
23
）
憲
静
の
表
記
に
は
「
憲
静
」
と
「
賢
静
」
が
混
在
し
て
お
り
誤
記
・

誤
写
に
よ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
て
い
た
が
、
甲
田2000

に
よ
れ

ば
文
永
・
健
治
の
頃
の
一
時
期
の
み
「
賢
静
」
と
自
署
し
て
い
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
憲
静
に
つ
い
て
は
伊
藤1977a

・1977b

・1979

、
高
橋1984

、
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橋
本1986

、
百
瀬1989

、
甲
田2000

に
詳
し
い
。

（
25
）
禅
遍
宏
教
の
付
法
。

（
26
）
頼
賢
と
同
じ
三
宝
院
流
成
賢
方
。
こ
の
守
海
の
法
流
を
後
世
佐
々

目
流
と
称
す
。

（
27
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
一
四
二
頁
上
―
一
五
二
頁
上
。

（
28
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
一
四
六
頁
上
。

（
29
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
一
六
九
頁
下
。

（
30
）313-8

と366-5-2
。
両
者
は
同
本
。
前
者
は
正
縁
手
沢
本
、
後
者

は
煕
允
手
沢
本
。

（
31
）
三
十
八
丁
表
。

（
32
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
二
四
八
頁
上
。

（
33
）「
交
本
云
」
と
し
て
同
じ
奥
書
が
記
さ
れ
た323-83

の
外
題
は
『
鉄

塔
』
で
あ
る
。

（
34
）
甲
田2000

、
四
三
頁
。

（
35
）
卿
阿
闍
梨
増
瑜
（
一
二
七
五
～
一
二
八
五
頃
在
鎌
）
勧
修
寺
流
。

（
36
）
定
祐
（
一
二
七
八
頃
）
三
河
僧
都
。
大
外
記
三
河
守
教
隆
直
人
の

猶
子
。
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
十
月
兵
部
卿
法
印
寛
位
よ
り
伝

法
灌
頂
を
受
け
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
十
月
鎌
倉
御
堂
御
所

に
て
道
宝
に
重
受
、
同
四
年
（
一
二
六
七
）
十
二
月
阿
性
上
人
覚

宗
に
重
受
。
ま
た
宏
教
に
西
院
流
を
受
け
定
祐
方
の
祖
と
な
る
。

（
37
）
能
海
（
一
二
八
九
頃
）
中
納
言
法
印
。
民
部
大
輔
仲
能
入
道
の
子
。

寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
一
月
、
鎌
倉
大
門
寺
に
お
い
て
宏
教

に
両
部
灌
頂
を
受
け
、
保
寿
院
流
・
西
院
流
の
印
可
を
受
け
る
。

弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
二
月
、
定
清
（
金
三
方
定
清
方
祖
）
に

受
法
。
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
正
月
、
勝
円
（
金
剛
王
院
実

賢
大
僧
正
潅
頂
資
）
よ
り
金
剛
王
院
流
を
稟
承
す
る
。

（
38
）
定
仙
と
同
時
代
の
「
殿
法
印
」
は
、
①
金
剛
王
院
流
実
賢
の
灌
頂

資
賢U

（
生
没
不
詳
、
一
二
四
九
頃
）、
②
安
祥
寺
流
良
瑜
方
道

宝
の
付
法
、
ま
た
佐
々
目
法
印
頼
助
の
付
法
で
も
あ
る
実
聖
（
生

没
不
詳
、
一
二
九
四
頃
）、
③
憲
深
方
定
済
の
付
法
、
良
済
（
生

没
不
詳
、
一
二
六
六
頃
）
の
三
人
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
内
②

の
実
聖
が
該
当
す
る
か
。

（
39
）
六
丁
裏
。

（
40
）
あ
る
い
は
「
仏
生
房
」。

（
41
）
義
能
に
つ
い
て
は
資
料
も
先
行
研
究
も
少
な
く
不
明
な
点
が
多
い
。

ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
佐
藤2000

、
同2003

、
甲
田2000

が
あ
る
。

（
42
）
た
だ
し
、
実
融
『
証
談
鈔
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
義
能
は
頼
賢
か

ら
皆
伝
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
甲
田2000

、

五
二
頁
参
照
。

（
43
）
文
庫
古
文
書
九
、九
五
頁
、
六
三
五
七

（
44
）328-1

（
45
）291-6

（
46
）339-95

、340-62

（
47
）
逆
に
定
仙
か
ら
義
能
に
頼
賢
の
法
流
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
、

お
よ
び
義
能
の
伝
え
る
意
教
方
は
邪
流
を
混
じ
て
い
る
と
い
う
説

に
つ
い
て
は
、
拙
稿2012

参
照
。

（
48
）
甲
田2000

、
六
〇
―
六
一
頁
。

（
49
）290-2
、339-37

、364-

③-93

、371-56

③-05

（
50
）328-010
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（
51
）
真
全
二
七
、三
三
一
頁
下
。

（
52
）357

③-349

（
53
）
真
全
三
九
・
三
六
七
上

（
54
）
こ
の
年
齢
の
表
記
は
不
審
で
あ
る
。
正
し
く
は
四
十
七
歳
。
た
だ

し
年
が
変
わ
っ
た
ば
か
り
で
う
っ
か
り
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
。

（
55
）
甲
田2000

、
六
〇
頁
。

（
56
）
京
か
ら
鎌
倉
へ
の
旅
程
を
考
え
れ
は
、
定
仙
は
公
然
が
鎌
倉
に
到

着
し
た
直
後
か
ら
受
法
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
57
）
五
丁
表
。

（
58
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
②
、
一
五
八
―
一
六
七
頁
。

（
59
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
①
、
三
二
六
―
三
三
三
頁
。

（
60
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
二
〇
九
頁
下
―
二
二
二
頁
下
。

（
61
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
二
一
一
頁
上
。

（
62
）『
仙
芥
集
』
翻
刻
④
、
一
九
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頁
上
―
二
〇
一
頁
下
。

（
63
）『
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集
』
翻
刻
④
、
二
〇
一
頁
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〇
九
頁
下
。
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64
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翻
刻
④
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二
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一
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。

〔
参
考
文
献
〕

目
録

『
称
名
寺
聖
教
目
録
』
全
三
巻
、
文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
（2006

）

文
庫
古
文
書

『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
八
・
九
「
仏
事
篇
」
上
・

下
（1956

）。

親
玄
日
記

ダ
イ
ゴ
の
会
「『
親
玄
僧
正
日
記
』
上
・
中
・
下
」、『
中
世
内
乱
史
研
究
』

一
四
～
一
六
（1993~ 1996

）

『
仙
芥
集
』
翻
刻

中
世
東
国
仏
教
研
究
会「『
仙
芥
集
』翻
刻
①
」『
綜
佛
年
報
』三
六（2014

）

中
世
東
国
仏
教
研
究
会「『
仙
芥
集
』翻
刻
②
」『
綜
佛
年
報
』三
七（2015

）

中
世
東
国
仏
教
研
究
会「『
仙
芥
集
』翻
刻
③
」『
綜
佛
年
報
』三
八（2016

）

中
世
東
国
仏
教
研
究
会「『
仙
芥
集
』翻
刻
④
」『
綜
佛
年
報
』四
〇（2018

）

石
田
浩
子

2004

「
醍
醐
寺
地
蔵
院
親
玄
の
関
東
下
向
」、『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
〇

伊
藤
宏
見

1977a

「
願
行
上
人
憲
静
の
研
究 

（
上
）」『
密
教
文
化
』
一
一
七

1977b

「
願
行
上
人
憲
静
の
研
究 

（
下
）」『
密
教
文
化
』
一
一
九

1979

「
願
行
上
人
憲
静
の
研
究 

（
補
闕
）」『
密
教
文
化
』
一
二
六

大
八
木
隆
祥

2012

「
定
仙
攷
―
称
名
寺
聖
教
を
中
心
に
―
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』

四
〇

2014

「
定
仙
に
つ
い
て 

親
玄
か
ら
の
受
法
、
定
禅
と
定
仙
大
和
尚
塔
に

つ
い
て
」『
綜
佛
年
報
』
三
六

2015a

「
定
仙
の
受
法
に
つ
い
て
① 

安
祥
寺
流
の
受
法
」『
豊
山
教
学
大

会
紀
要
』
四
三

2015b

「
定
仙
の
受
法
に
つ
い
て
② 

勧
修
寺
流
の
受
法
」『
綜
佛
年
報
』

三
七

2017
「
称
名
寺
聖
教
に
見
る
親
玄
相
承
の
「
台
皮
籠
」
の
口
決
に
つ
い
て
」

『
綜
佛
年
報
』
三
九



定仙の受法について③　三宝院流の受法

— 289 —

甲
田
宥
吽

1999

「
意
教
上
人
伝
攷
（
上
）」、『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
二

2000
「
意
教
上
人
伝
攷
（
下
）」、『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
三

佐
藤
秀
孝

2000

「
永
徳
寺
義
準
と
無
量
寿
院
義
能
」、『
印
仏
研
』
四
九
―
一

2003

「
越
前
永
徳
寺
義
準
と
意
教
上
人
頼
賢
」、『
宗
学
研
究
』
四
五

高
橋
秀
栄

1984

「
鎌
倉
下
向
僧
の
研
究
―
願
行
房
憲
静
の
事
跡
―
」、『
印
仏
研
』

三
二
―
二

田
中
悠
文

2006

「
中
納
言
律
師
御
薗
ノ
浄
尊
伝
攷
（
１
）」、『
高
野
山
大
学
密
教
文

化
研
究
所
紀
要
』
一
九

2007

「
中
納
言
律
師
御
薗
ノ
浄
尊
伝
攷
（
２
）」、『
高
野
山
大
学
密
教
文

化
研
究
所
紀
要
』
二
〇

貫
達
人

1980

『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』
有
隣
堂

橋
本
初
子

1986

「
願
行
上
人
憲
静
に
つ
い
て
」、『
金
沢
文
庫
研
究
』 

二
七
六

服
部
英
雄

1995

『
景
観
に
探
る
中
世
』
新
人
物
往
来
社

布
施
淨
戒

1955

「
地
藏
院
流
に
就
て
（
特
に
三
學
院
相
承
實
勝
方
法
流
）」、『
智
山

學
報
』
三

百
瀬
今
朝
雄

1989

「
願
行
房
憲
静
の
﹁
二
階
堂
寺
﹂」、『
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
』

九
〇




